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講義 3「現場支援で生まれた生活再建支援システム」 

田村 圭子（新潟大学 危機管理室 教授） 

 

 鈴木先生から、事前にシミュレーションをするために、便利なサイトを立ち上げて、い

ろいろ計算式を入れて準備しておかなければならないというお話がありました。その際、

「復旧・復興のときは役に立つのか」というご質問が出ました。災害対応がどんどん進ん

でいくと、状行政が支援を進める中で況認識を統一するためのデータを作り出していかな

ければなりません。インターネットで調べても、データは集まらないのです。しかし、「災

害対応で忙しいのに、データなど作れるか」というのが、行政職員皆さんの本音だと思い

ます。そこで私たちは、それを支援するためのツールや業務フローなどを提案し、平時か

ら準備していただき、いざとなったら活用していただこうと進めてきました。もちろん自

治体内の被災者生活再建支援にも役立てていただき、都道府県にもぜひ吸い上げていただ

いて、国にアピールするためにも使っていただこうとやってきたので、今日はその話をし

ます。 

 まず、生活再建支援システムの概要を先にお話しして、全体を見ていただきます。それ

から、過去のわれわれの涙ぐましい努力を感じていただくため、過去の被災地を振り返り

ます。最後に、現在の展開を例を挙げてご紹介します。今までは過去の被災地とばかり格

闘してきて、事前に入れようとするところはなかなか見つかりませんでしたが、昨今は被

災者台帳が国でも取り上げられるようになってきたので、各自治体にも非常に関心を持っ

ていただいています。それよりもさらに一歩先んじて導入を決めた東京都と、岩手県にお

ける被災者台帳の実際をお話しします。 

 

1.生活再建支援システムの概要 

1-1.生活再建の実現 

 私をよくご存じの方は「あなたが情報システムのことを語るのか」と疑問に思われるこ

とでしょう。私自身はシステムのことをよく分かっていませんが、情報システムやコンピ

ューティングシステムにまつわる業務フロー、全体をシステム化したものを、被災者生活

再建支援システムと呼んでいます。 

 ご存じのとおり、発災すれば救助や安否確認など、緊急対応をしなければいけません。

被災者は何とか自力で復活しようとされていますが、その生活を支えるために、例えば救
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援物資の配置、避難所の開設、炊き出し、水の確保などで行政職員は大変忙しくなります。

小さな局地的な災害なら 1～2カ月で終了しますが、東日本大震災や阪神・淡路大震災など

の大規模災害の場合は半年ほどかかったのではないでしょうか。長い復興の道のりを考え

ると、非常に濃い期間ではありますが、それでも 1～6カ月だと考えると、短い期間だと言

えるかもしれません。 

 一番長くかかるのは、生活再建の実現です。被災者が命を永らえ、避難所で生活を送り、

そこから仮住まいに至って、最終的に生活再建を成し遂げるところまでは、非常に長い道

のりがあります。ところが、行政がどのようにこの長い道のりを支えていくかという業務

フローは確立していません。担当課が決まっていなかったり、驚くべきことに選挙事務局

が担当している自治体もあります。理由を聞いたら「多分、選挙はやらないから」という

答えでしたが、災害が起こっても選挙はします。選挙管理委員会の 3 人くらいが担当でも

仕方ないのですが、実態はそういうところです。その体制で、公費解体や仮住まい、仮設

店舗、罹災証明書を受け取ってもらい、被災者自らに再建のめどを立てていただくという

長い道のりを乗り越えなければいけません。 

 図表１は、林先生が阪神・淡路大震災のときに作られたモデルです。震災では社会基盤

が大きくやられるので、復興を考えると、社会基盤の復旧が一つの大きな視点となります。

社会基盤とは、社会にいつも備わっていて空気のように感じているもの、例えば水道、電

気、ガス、物流の仕組みやそれを支える道路などです。その上には、町・都市の再建と経

済の再建があります。都市の再建の具体例として、一番分かりやすいのは住宅という意味
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での住まいの再建です。住む家が破壊されるので、住む場所を何とかしなければいけませ

ん。それから、町自体がどうなっていくかという町の計画を作る必要もあります。経済の

活性化としては、地域だけではなく日本全体が被災地の影響を受けるかもしれないので、

まずマクロの経済の活性化を図る必要があるでしょう。そして、地元の地域を支える中小

企業対策も求められます。それらがバランス良くブロックのように積み上がり、最終的に

被災者の生活再建支援がなされるのが理想的です。 

 首長から被災者生活再建担当に任命されたとして、社会基盤の復旧から立ち上がってく

るのを待っていればいいかというと、そうではありません。社会基盤の復旧と並行して進

めていかなければならないのです。東日本大震災の被災地は、社会基盤の復旧自体が根本

的に進んでいません。住まいも戻っていない、復興計画もうまくいっていない、経済も大

変だというのが全体の印象です。そのせいで被災者の生活再建に手をこまねいていていい

のかというと、そうではありません。 

 阪神・淡路大震災の復興には非常に時間がかかりました。10 年かかったという評価もあ

ります。災害の規模によって年数は変わってきますが、長い時間がかかることに違いはあ

りません。 

 

1-2.災害時の被災者に対する生活再建支援 

 生活再建を直接支えるために、行政がまず何をすればいいのかを一番分かりやすく示し

たのが図表２です。災害時の被災者に対する生活再建支援の流れをご紹介すると、まずは
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建物の被害認定調査を行います。第一に被災者を認定することが必要だからです。災害救

助法が適用された地域を被災地といいますが、市町村が被災地になるわけですから、被災

者には濃淡があります。その濃淡をきちんと認識して限りある資源を配分するためには、

何らかの目安が必要です。今は、主たる居宅がどのくらいの被害に遭ったかを主な目安に

していますが、まずそれを認定しなければならないので、建物被害認定調査を実施しなけ

ればなりません。これ自体が広範囲で、棟数も多く、割ける人数も限られているので、業

務量が非常に多くなります。その後、調査内容を次に活用するために、データ化していか

なければいけません。昔なら帳面に付けて台帳化していましたが、今はどんな小さな市町

村であっても、業務の効率化を図るために情報システム、コンピューティングシステムを

使っているので、デジタルデータ化して、ある程度活用できる形にしなければなりません。

これも非常に大きな仕事です。 

 そうしてできた罹災証明書を被災者一人一人に渡し、罹災証明書に基づいて被災者を認

定します。被災者は支援を受けるために生活再建相談窓口に行き、仮設住宅から生活再建

支援金までに至る支援を受けられます。それ以外にも、行政独自で、普段支払っているも

のの料率の減免が実施されます。 

 従って、建物被害認定調査をいかに早く終わらせて、いかに早くデータ化して、被災者

に罹災証明書を渡し、支援が全員に行き届いているかどうかをモニタリングすることが話

の根幹であり、行政側がまずイメージしてやるべき被災者生活再建支援となります。ただ、

その業務フローと業務ツールが明らかになっていません。日常から練習しているわけでは

ないので、非常に困難です。 

 皆さんの市町村、都道府県の世帯数、建物棟数を基に、どのくらいの業務量が発生する

かをぜひイメージしてください。具体的にイメージできるでしょうか。 

 2007 年の新潟県中越沖地震のとき、柏崎市において、私たちの提案する生活再建支援シ
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ステムによって生活再建支援業務が何日間かかって実施されたかを、図表３のグラフに表

しました。ここから、業務ごとにピークが違うことが見て取れます。また、生活再建支援

業務は被災者にお金をばらまけばそれで終わりだと思われるかもしれませんが、2 年半た

っても、罹災証明書の発給や生活再建相談窓口における相談は終了していません。非常に

長い期間かかって実施しているのです。 

 右側に業務に必要な日数や業務量を示しました。皆さんの自治体では、どのくらいの人

数を割り当てるか、事前にお考えはあるでしょうか。柏崎市では、罹災証明の発給に 586

日、生活再建相談に 634 日、仮設住宅入退居支援に 421 日、仮設住宅入居者への住まい再

建支援に 362 日かかりました（図表４）。鈴木先生のシミュレーションに数字を提供すると

なると、今はこのデータしか使えません。過去の被災地でこれらを全部明らかにしたこと
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はありません。柏崎市と単純には比較できないと思いますが、他のまちで災害が発生した

ときの業務量の想定において、これが基盤になるのではないかと思っています。こういう

仕組みを作れば、業務の全体像が分かり、事前に準備やシミュレーションができるという

イメージを持っていただけるのではないでしょうか。 

 被災者が主たる居宅をどのように持っていて、そこにどのような被害が出たか、人、家、

被害の情報をつなぎ合わせることにより、図表５のように支援が行われた情報を統合して

いけばうまくいくのではないかと、仮説では考えていました。そう簡単にはいきませんで

したが、形としては、図表６を理想としています。最初は建物被害調査結果のデータベー

スを作り、次に罹災証明書発給のデータベースを作り、それぞれどのように支援が進んで

いったか、被災者台帳データベースを作り合わせます。 
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 以上は被災後のデータですが、平時のデータも必要です。どのような人がどのような住

まいに住んでいたかという情報は、住民基本台帳や課税台帳などに事前に持っています。

例えば要援護者支援をしようと思えば、介護保険台帳が役立つかもしれません。行政的な

課題はありますが、仕組みとして必要な情報を統合して、被災者のために役立てるものを

作らなければならないというのが、われわれの取り組みの最初の部分でした。 

 

1-3.被災者台帳による生活再建支援システム 

 図表７に、全体を業務フローで示しました。課題を受けて、五つの解決すべき課題を位

置付けました。一つ目は、棟数がたくさんあるので、建物被害認定調査を実施するために、

行政職員に簡便に調査委員になってもらえる建物被害認定手法を作ることです。二つ目は、

そのデータをデジタル化するための簡便な仕組みづくり、QR コードを用いた調査票データ

のデジタルデータ化です。三つ目が、デジタルデータにしたものをデータベースにして、

被災者にお届けする罹災証明書の発給システムです。次に、罹災証明を被災者に郵送する

ことはなかなかできません。被災者の住所がなかなか分かりませんし、行政側がつかんで

いるデータが果たして被災者の生活実態に合っているのかを確認する作業が必要なので、

行政職員から直接渡す方がいいと考えているからです。従って、四つ目の課題は、実際に

それをどうマネジメントして実施するかということになります。五つ目は、それを生活再

建支援にどう生かしていくのかということです。五つの課題を全部解決できれば、生活再

建支援システムという形で行政職員に活用していただけるだろうと考えて、チームとして
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取り組んできました。 

 

1-3-1.誰をも調査員にできる建物被害認定手法 

 まず、誰でも調査員になれる建物被害認定手法は、インターリスク総研の堀江研究員が

主担当になって進めてきました（図表８）。突然災害が起こった場合に内閣府の建物被害認

定調査の基準を読んで、自分たちなりに理解して、分かりやすい形にしながら調査に出か

けていくのは難しいので、ぜひ事前に研修を受けていただき、簡便な調査票を基にして調

査を実現しようと考えていました。 

 その中で、さまざまな課題が出てきました。一つ目に、調査棟数が考えられないほどあ

ることです。二つ目に、時間の制約があります。避難所を解消するために仮設住宅に入っ

てもらうには、基本的に全壊認定が必要だからです。三つ目に、資源が足りません。被災

自治体は人数不足で、税務課や建築住宅課の職員だけでは足りないので、全庁的に手伝っ

てもらわなければいけません。外からの行政支援を得て、応援職員にやってもらわなけれ

ばならないこともあります。つまり、自分たちもよく分かっていないことを人様にお願い

するわけです。そうなると、例えば都道府県で建物被害認定調査書を普段から勉強してい

て、市町村で同じ目合わせが普段からできていれば理想的です。さらに、公平性の確保と

納得性の確保が何よりも重要です。被災後、建物被害認定調査結果に対して被災者が非常

に不安に思い、マスコミが騒ぎ、行政がたたかれるという様子はよく目にしていることで

しょう。住民も、一つの被害認定調査の結果でもらえる支援金に何百万円もの差が生まれ
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ることが分かってきます。そうなると、いかにしてでも甚大な被害認定を得たいと思うの

が人情です。住民から公平性と納得性を得られるように、標準的な手法で建物被害認定調

査を実施しなければなりません。 

 そこで、われわれは調査票を作りました（図表９）。住家被害調査票を現場に持っていき、

判定手順を標準化して、フローチャート化します。上から順に質問に答えてもらうと、被

害認定調査ができるようになっています。判定根拠を数値化しているので、それを足し合

わせることで簡便に判定できるのです。また、判定基準について、たとえ検証を受けても

現地で確認したい場合があります。かといって、分厚いマニュアルは持っていけないので、

パターンチャートを作って視覚化しました。 

 準備段階では、教材を使った研修を行い、調査手順の確認をします。もちろん実際に現

地で本当の建物を見て研修するのが理想的ですが、昨今は模型を作ったり、被災地の建物
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被害のビデオや写真を見ながら学んでもらっています（図表１０）。過去の調査経験者から

学び、トレーニング教材を整備しています。 

 被害には揺れによるものだけではなく、もちろん津波、液状化による被害もありますし、

木造住宅と非木造住宅は同じ調査票でいいのかという問題もあります。今は目標の 3分の

2くらい達成しているところで、調査票もトレーニング教材も増えています。 

 

1-3-2.QR コードを用いた調査票のデジタルデータ化 

 QR コードを用いた調査票のデジタルデータ化も行いました。被災自治体では、調査票を

持って、調査から帰ってきたとします。そうすると、記入してきた調査票がどんどん積み

上がり、調査に行ったところが次々と地図上で色塗りされ、そのままではデータ化されて

おらず、使いようがない状態になります。その情報を入力しようとしても、例えば柏崎市

では 6万 4000 件の入力に 1カ月かかり、341 人・日でやりました。外注なので、当然なが

ら予算がかかります。もちろん応援職員もいますが、無料で来てもらうわけにはいかない

ので、これが大きな課題であることは間違いありません。それから、どうしても入力エラ

ーが発生して、処理がうまくいかないこともあります。そのことを踏まえ、調査紙も調査

に行った場所も自動で読み取れるといいという発想で始めました。 

 手書きでも、ある程度のものであれば OCR 技術で機械で読み取ることができます（図表
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１１）。また、QR コードを調査票に埋め込むことにより、調査に行った家を簡単に座標化で

きます。どのようなペンを使うのか、どのように○をするのかというルールを決めて、調

査した家に印を付けると、どこに印をしたかが XY で同定されるという仕掛けになっていま

す。ある程度のスペックのスキャナーで読み込ませると、調査票は Excel のようなデジタ

ルデータになり、GIS で XY 座標が同定され、どこの家か分かります。もちろん読み取りエ

ラーもありますが、エラーのパターンをつかむことにより、ヒューマンエラーに比べると

随分減らせることが分かってきました。 

 次に、デジタルデータ化したものをデータベースという形にしなければいけません。こ

こで課題だったのは、住民基本台帳、家屋課税台帳、土地課税台帳のデータの統合が非常

に難しかったことです。課税台帳には税金を払ってくれる人が載っており、基本的には納

税義務者の名前が書いてあります。納税義務者の中にも住民はいますが、住基の番号を付

している市町村もあれば、付していないところもあります。二つのデータを統合する仕組

みを持っていないということです。さらに、応援職員が被災地に行っても、調査してきた

家にどんな人が住んでいて、誰が税金を払っているのかという情報を三つ結び付けようと

すると、ますます至難の業になります。 

 そこで林チームが、地図上でそれぞれのデータを照合する Geo-Wrap という仕組みを作り

出しました。住基台帳と課税台帳の住所と、建物被害認定調査に行って書いた XY 座標など

を地図上に落として、いろいろな地図に重ね合わせ、ある程度の距離をバッファーとして
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引きます（図表１２）。三つがうまくぴたっと合えばご明察です。若干ずれたりするケース

もよくありますが、やみくもに三つのデータベースを一つずつ検索して結び合わせるより

は制度が随分良くなるので、空間を用いて三つのデータベースを照合します。この円の中

に正解があるだろうと特定する技術を見つけ出しました。 

 それに基づいて最初にできたのが、罹災証明の発給システムです（図表１３）。被災者に

住所を教えてもらったり、ここの家だと教えてもらったりして、そういった情報を入れる

と地図が出てきます。それを見て、罹災証明書発給現場で、被災者の皆さんとどの家かと
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いうことを話しながら特定する仕組みです（図表１４）。 

 なぜそんなに面倒なことをするのかと疑問に思われるかもしれません。もちろん自動突

合で、ある程度の照合率を持って突合することもできますが、住基は必ずしも住民の実態

を正しく反映しているわけではありません。被災地に住んでいた皆さんの生活実態に合わ

せて支援しなければいけないので、住民の情報は正しく把握する必要があります。そこで、

この仕組みを使って画面を見ながら「住基ではこうなっていますが、今は 3人ですか」と

聞くと、「いや、ばあちゃんを引き取った」「息子は今いない」という話になるかもしれま

せん。また、家の実態についても正しい情報が得られます。被災者台帳の中身を特定しな

がら、罹災証明書を発給するというのが、私ども課題の解決方法です。お互いに確認した

ことを証明するために、行政から被災者に罹災証明書をお渡しします。 

 

1-3-3.申請受付・発給業務マネジメント 

 罹災証明書を被災者に渡すのが、また大変な業務です。新潟県柏崎市では、6万 4000 世
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帯に発行するために、毎日 1000～1500 件を 1カ月間続けました（図表１５）。さらに、調査

結果に納得してもらえないと、再調査の申し込みを受け付けなければなりません。三つの

業務をこなすためのマネジメント力が問われます。 

 朝早くから並んでいる被災者に番号札をお渡しして、状況を見ながら、会場のキャパ、

コンピュータや行政職員の処理能力を計算し、入っていただく人数を決めて実施しました

（図表１６）。業務管理という観点から、今のところその自治体の職員しかパソコンの罹災

証明書発給システムを使えないので、応援職員には業務全体のマネジメントの部分を手伝

っていただき、受付をお願いしたり、番号札での呼び出しを頼みました。会場外では、入

場可能人数を表示し、駐車場を確保し、会場では申請書を記入していただき、申請書の内

容によって被災者を振り分けました。 
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 一番分かりやすい単純発行は、調査済み番号を持ってきた人に罹災証明判定結果を通

知・発行するというものです。この調査済み番号も私どもの発明だと思っています。職員

が現地調査に行ったとき、可能であれば調査済み番号という特定の番号の紙をその家に掲

示して帰ってきます。被災者にその番号をはがして持ってきていただくとより分かりやす

く特定できるので、調査済み番号を持ってきた人には単純発行に回っていただきます。調

査済み番号を持ってこなかった人には検索発行に行ってもらい、どれくらいの発給時間が

かかるかを事前に想定して、幾つかの場合分けをして対応しました。行政にいろいろとも

の申したい人のためには相談窓口を設けて、市民の訴えを受け止める係も作りました。こ

れは地元自治体でないとできません。毎日の集計実績を報告して、再調査結果を更新して

いきます。以上が全体のマネジメントです（図表１７）。京大防災研の牧先生が、どのよう

に流れていくのか、限られた人数でどのように差配していくのか、数値を含めてシミュレ
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ーションしてくださいました（図表１８）。罹災証明書を被災者に無事お渡しするまでを 1

カ月でやり遂げるのが理想です。 

 

1-3-4.被災者支援業務管理システム 

 被災者台帳を作って良かったと思える、私どもが一番誇りにしているグラフが図表１９で

す。建物被害認定調査の結果が半壊以上であれば、何かしらの支援を受けられます。とこ

ろが、罹災証明書を受け取っていない人が 133 件もいます。そして、罹災証明書を受け取

った後は生活再建相談をしていただかなければいけないのですが、未相談の方が 761 件い

ます。相談したのだから申請して帰ればいいのですが、何かしらの事情で申請に至ってい

ない人もいます。行政が呼び掛けると、3 分の 2 くらいは放っておいても申請しますが、
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申請していない人には生活再建支援金が行き届いていません。この中の多くは、実際に支

援が必要なのにもかかわらず、うまく立ち回れない人たちです。この人たちにこそ支援が

必要なのですが、なかなかうまくいきません。 

 生活再建支援金のみならず、義援金や弔慰金、いろいろな相談事などが全体にうまく行

き渡っているのかが特定できたのは、台帳があったからです。中越沖地震のときの柏崎市

では、取り残された被災者をゼロにすることを目指しました。XY 座標を使って取り残され

た被災者が住んでいるところを地図上にプロットし、取り残された被災者を特定して、あ

る特定の場所に集中していれば、その地区の自治会長に「皆さんで罹災証明書を取りに来

てください。相談してください」と声をかけたり、郵送でお知らせします。訪ねていって、

さまざまなお困りごとを聞きながら支援につなげることもできます。要するに、取り残さ

れた被災者と対応を終えた被災者を分けて、取り残された被災者を早い段階で特定するこ

とにより、個別課題を把握するという仕組みです。 

 以上が、私たちが生活再建支援システムの完成と言っていた時点で、柏崎市で活用した

生活再建支援の仕組みです。被災者の基本的な情報と、支援が進んでいるかどうか、確定

した被災者台帳の情報を活用して、仕組みを展開しています（図表２０）。 

 被災者と話していると、データ化できないような話もたくさん出てきます。そのような

情報は PDF で格納しておいて、被災者がもう一度窓口に来たときに、PDF とそれぞれの被

災者の情報をひも付けして相談を受け、「この間、言ったじゃないの」と言われたり、一度

もらった書類をもう一度もらうということをなくす仕組みについても、実際の現場で活用
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しました。 

 ここまでで、五つの課題については実現のめどが付いたと思っています。それに加えて

私たちは、情報セキュリティの確保（図表２１）と、それを簡便に学んでもらう研修プログ

ラムの確立（図表２２）にも取り組み、開発しました。 

 

2.過去の被災地における開発過程 

 以上は、過去の被災地で行政を支援しながら、現地で生み出してきた仕組みだと思って

ください。1995 年の阪神・淡路大震災では、生活再建支援法をはじめ、いろいろな支援の

仕組みができて、罹災証明書を発給しなければいけないことも分かりました。しかし、シ

ステム化しようという動きにはまだ至っていません。私ども生活再建チームは、2004 年の

新潟県中越地震、2007 年の能登半島地震、2007 年の中越沖地震において、これらを徐々に

拡大していき、今の形に行き着いたということです。 
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 新潟県中越地震は中山間地域の災害で、被災地の全体像がなかなか分からないと言われ

た災害でした。ここで私たちは、誰をも調査員にできる建物被害認定手法と、罹災証明書

の発給システムの第一段を作り、マネジメントの仕組みを整備しました。 

 発災後、堀江研究員を中心とするグループが現地に行き、行政職員に研修を受けてもら

った後、実際に調査票を用いながら建物被害認定調査を実施して検証しました（図表２３）。

このときは保育士までが調査に参加したので、誰もが調査員になれることを証明したと言

えるでしょう。 

 罹災証明書発行支援システムは、発災後、みんなが建物被害認定調査を一生懸命してい

る間に、システムチームが中心となって現地で開発を重ねて作りました。最初の段階では、

幾つかのデータベースから幾つかの情報を拾ってくるよりは、建物被害認定調査の結果を

格納して、その中で間違いないように被災者に確認していただきながら罹災証明書を発給

するという形のものでした。そうして進めるうちに、生活実態と合わなかったり、後で支

援に結び付けようとしたときに誰だか分からない人が出てきてしまうことなどが分かり、

今の形に近づいていったのです。 
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 罹災証明書は、非常に大きなスペースを活用して発給しました（図表２４）。当日は「申

請書を書いてきてください」と言っても書いてこない人などがいて、非常に混乱していま

した。そんな中、調査結果を伝達し、罹災証明を発行して（図表２５）、再検索をしていた
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だきました（図表２６）。 

 やってくる被災者の状況に応じて、単純発行の窓口を増やしたり、検索の窓口を増やし

たりしました。トラブル対応として、判定相談の窓口がどんどん拡大し、一番大きな場所

を取りました（図表２７）。立ち見が出たときもあったのですが、一人一人のいろいろな訴

えを行政職員は丁寧に聞いていました。われわれはそれを見て、こういうものの必要性を

痛感しました。 

 能登半島地震には、チーム全体を投入しませんでした。罹災証明書の発給、データベー

ス構築のお手伝いと、その後の生活再建支援の仕組みにつなげるところのみのお手伝いを

しました。支援金や義援金の支払い状況を確認できるものが要ることなど、私どももいろ

いろ学びました。例えば、支援の制度には国、県、市町村のものがありますが、発災前か
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ら決まっているものもあれば、発災後に支援が確定するものなど、いろいろあると学習し

ました。 

 被災者台帳には地図情報が付いているので、その後の支援を効果的に実施するためにど

のようなことを考えればいいのかをシミュレーションするには、台帳に基づく地図情報が

非常に重要でした。輪島市で被害が一番ひどかったのは門前町という小さな町で、位置関

係も町の本体と随分離れていたので、こういうものが非常に重宝されたのです。 

 そして、いよいよわれわれのシステムが一応の全体像を確定したのが、新潟中越沖地震

です。これは地方都市の災害でした。QR コードをある程度用いて、罹災証明書の発給、マ

ネジメント、一人も取り残しのない生活再建支援を実現するところまで、しっかりかかわ

って一生懸命取り組みました。 

 普段から被災者支援の業務をしている窓口はありません。防災は応急復旧までしか担当

しませんし、土木、都市計画、都市整備は物理的な復旧に一生懸命取り組みます。そこで、

復興本部を立ち上げたときに、被災者支援室を立ち上げました（図表２８）。県からも復興

官を派遣して、県・市町村が一緒になって被災者支援をするに当たり、私たちのシステム

を使いました。 
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 中越沖地震において、一つの興味深い結果があります（図表２９）。どのような人が再調

査を申し込んだか、一次判定で調査結果に納得できなかった人はどんな人かということを

調べたものです。被災者の気持ちはじっくり聞いてみないと分かりません。大規模半壊、

半壊の認定に納得できず、何とか全壊にならないかというご相談よりも、一部損壊の判定

がもう少し上がらないかというご相談が多かったようです。専門家の堀江さんにお聞きす

ると、一部損壊のものが半壊、大規模半壊になる確率は非常に低いそうですが、そういう

認定を受けた人の方がよく再調査に申し込んでいるのです。従って、住民には事前に調査

内容を分かってもらうことが非常に重要だと気付きました。 

 そのような経験をしながら、使い勝手のいいシステムに変えてきました。中越地震のと

きの罹災証明書は手書きでしたが、電子印などを使って、もう少し簡便にしました（図表
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３０）。ただ、コピー不可の用紙を使ったので少し高くなりました。 

 それから、再調査の受付も、やはりシステムでやらなければ駄目だということになりま

した。再調査の際は家の中に入っていくので、アポイントを取って連絡先を聞かなければ

いけないし、訪ねる家が合っているかも確認しなければいけないので、予約表を渡さなけ

ればならないからです。そこで、再調査受付も、システムの中で実施できるようにしまし

た。図表３１が再調査の予約表です。柏崎市では、このような条件でお伺いしますというこ

とが示せるようになりました。 

 1 世帯 1フォルダで、被災者情報を紙でも管理しながら、PDF にもして被災者情報の中に
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格納しました。一人の取り残しもない支援を目指したのです（図表３２）。応急仮設住宅の

入居者と、在宅で暮らしている全壊世帯の人を中心に支援を実施しましたが、平成 20 年 7

月時点で、再建済みや再建予定の世帯もあれば、再建予定だけれど課題があってなかなか

進まないケース、再建すら未定だったケースもあったので、全員の再建が完了するまでの

支援を、台帳システムを使って実施しました。行政職員が仮設住宅を訪問して、一人一人

の生活再建予定を聞き、支援が行き届いていなければ支援します。そして、自宅で暮らし

ている人についても、課長以上を中心として主に土日にローラーをかけながら、被災者の

実態を探りました。 

 県と一緒になって台帳を使ってよかったと感じたことがいろいろありました。例えば、

どのような人たちが生活再建めどが立たないで悩んでいるのかが分かりましたし、彼らに

足りない要素を探ることもできました。そうすると、土地の問題が解決しないためにうま

くいかないグループ、仕事のためにうまくいかないグループというように分けられ、ニー

ズもいろいろと把握できます。そうして、支援に対する計画を立て、訪問して支援の実態

をつかみ、うまくいっているかどうか考えながら、市町村で PDCA をぐるぐる回していきま
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した（図表３３）。その結果を県に伝えて、県で必要な支援プログラムを確定していき、非

常にうまく回りだしたと自負しています。 

 

3.現在の展開 

 さて、皆さんは今のところは被災地ではないと思っているでしょうが、事前に支援シス

テムを導入するためにはどのようにしたらいいのか、東京都の事例をお話します。 

 東京都は首都直下地震の発生を非常に心配しています。しかし、被災地のことはよく知

っていました。被災者の支援がなかなか進まないこと、被災者の納得性が得られないこと、

公平性が確保できないことについて、普段から問題意識を高く持っていました。東日本大

震災が起こる前の平成 21 年から一生懸命取り組んでおり、新潟県の被災地などを訪問して

いたのですが、最終的に私たちにたどり着いたのです。 

 まずは「中間のまとめ」を用いて、都全体の課題を挙げました。都が「最終的にはこう

してください」と区市町村に訴えても、生活再建支援システムは具体化しません。かとい

って、今の時代、強制もできません。そこで、それぞれの実態や細かいこと、私たちもい

まだに解決できていない問題、私どもではどうしようもない行政的な課題について全て書

いたガイドラインを用意し、都と区市町村に情報共有してもらいました。東京都で何かが

起これば、皆さんはこのガイドラインを基に生活再建支援を立ち上げられるでしょう。 

 ガイドライン策定は非常に先進的な取り組みです。そろそろ公開されると思うので、ぜ

ひ読んでください。中身は私が先ほどお示ししたような五つの課題を中心として二つの課
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題を加えた、七つの課題となっています。 

 事前に導入したからといって、こういうものを持ってどうするのかと思われるかもしれ

ません。単純なことですが、研修して訓練するのです。 

 

3-1.東京都における被災者台帳システムの導入 

 罹災証明書の訓練についてお話しします。まず、事前研修を実施します。行政の皆さん

に 1日付き合っていただきます（図表３４）。ただ、一コマ 20 分で、非常に短くしています。

幾つかのユニットの組み合わせになっているので、飽きないようになっています。その結

果、非常に興味を持って受けてもらえました。 

 最初に林先生から全体像の話がありました。その後、建物被害認定調査をテーマに、揺

れによる木造住宅の被害認定、揺れによる非木造住宅の被害認定、火災調査についてのコ

マを設けました。その後、どのように QR コードを用いた調査票のデジタル化を行うのか、

台帳を被災者支援につなげるためにはどうするのか、罹災証明書の発給システムはどのよ

うになっているのか、マネジメントはどうしたらいいのか、その後の生活再建相談はどう

したらいいのかということについて研修しています。 

 罹災証明発行マネジメントを学ぶだけではつまらないので、実際に訓練していただきま

す。日曜日の午前に防災訓練がよく行われますが、AED 訓練などと並行して罹災証明書発

給訓練を豊島区民と調布市民の皆さまに受けていただきました。建物被害認定調査では、

住民の理解が不十分であるためにいろいろな齟齬が出ているので、これは一石二鳥だろう
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ということで、ガイドラインに沿って訓練を実施しました。区民に生活再建の全体像を聞

いていただき、建物額認定調査のデモを行政職員と紙ベースでやっていただき、最終的に

は実際に罹災証明書を受け取っていただいて、生活再建相談をして帰ってもらいました。

会場は小学校の体育館だったので、非常に臨場感のある訓練になりました（図表３５）。 

 先日 9月 1日には、それをもっと大きくしようということで、総合防災訓練の一つとし

て、駒沢公園のテニスコートでり災証明書の発給訓練を行いました（図表３６）。これはな

ぜか夕刊の一面に載るという快挙を成し遂げ、非常に関心が集まって大勢の人に参加して

いただきました。このときは区市町村の枠を超え、12 区市町村の行政職員に研修を受けて
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もらい、実際に区市町村民を相手に実施しました（図表３７）。当日は猪瀬副知事もいらっ

しゃいました。テニスコートで訓練したのですが、晴れあがっていて暑く、その後雨が降

ったという最悪の環境でしたが、システムチームは雨でも発給できると自負することにな

りました。たこ焼き屋のように発電機を用いて発給したのです。非常に盛り上がって楽し

かったです。ただガイドラインを書くだけではなく、実際に訓練をすると、東京都にまさ

かのことが起こっても区市間でやり方を認識できているので、非常に効果があります。 も

う一つ、京大防災研の林先生がプロジェクトリーダーとなり、牧先生が中心となって進め

たもので、水害に遭った宇治市に生活再建支援システムを持っていき、東京都の職員が応

援職員として宇治市の罹災証明の発給を手伝いました（図表３８）。東京都は訓練にとどま

らず、ほかの行政支援にも踏み出しています。 
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 また、地域防災計画へも反映させようと、り災証明書発行はガイドラインにのっとって

生活再建支援システムで行うと、地域防災計画の改訂版に書きました。東京都はこのシス

テムを非常に買ってくれています。皆さんも、生活再建支援の訓練を考えていただければ

と思います。 

 

3-2.岩手県被災者台帳の実際 

 東日本大震災の被災地へはどのように反映しているのでしょうか。岩手県には、生活再

建支援に結び付けるところを支援しています。柏崎市では、一つの町に新潟大学が張り付

くようにして支援を実現しましたが、今回のように被災地が広範で、多くの被災自治体を

抱える県相手に被災者サービス台帳を構築するというのは、システム自体の機能を拡充す

るということですし、新たなチャレンジにもなります。 

 り災証明書の発給まではやりませんでした。現実的な理由は、地図作成班をしていて人

がいなかったからです。また、津波被害だったので、浸水区域によって地元自治体で全壊

認定も簡便に行われていたからです。今は、それをうまくデータ化して、次のサービスに

つなげようとしています。 

 ある特定の地域だけを助けるのではなく、サーバーを盛岡市に置いて、ほかの被災自治

体はデータを提供し、データ整備を県に任せ、サービスとしてウェブブラウザ上でまさに

インターネットを使いながら、各市町村に被災者台帳を使ってもらうというイメージです。

被災した市町村の負担が非常に少ないということで喜ばれています。もっと早く来てくれ

たら良かったのにと言われたのですが、各課がばらばらで支援を進められたものを整理し

なければならない期間があり、われわれは発災後 2～3カ月の間に入ったので、次のタイミ

ングとしては良かったと思います。 

 岩手県は、被災者台帳を導入するに当たり、行政課題を積極的に解決する姿勢で臨み、
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発災後に個人情報保護審査会にかけました（図表３９）。被災自治体への救済や被災者の直

接支援にも役立てたいということで、いろいろ課題はあるのですが、決め込まない被災者

救済を実現しようと目指しています。中身としては、基本情報で住基、課税台帳、建物被

害を Geo-Wrap して結び付けたものがあります（図表４０）。実際に一つ一つの支援がどのよ

                             

３９  

４０  



32 

うに進んでいるかを色付きのボタンで表しています（図表４１）。相談内容もこの中に書け

るようになっています。一つ一つを開くと、その業務がどのように展開しているかも分か

ります。その状況を地図上で見たければ、その方がどこで被災したのか、津波の浸水エリ

アと重ねて見ることもできます（図表４２）。また、柏崎市では毎日いろいろなところから、

日々の集計や何かのリストを出せと言われて非常に苦労していましたが、そういうボタン

の自動化にも取り組みました。 

 私どもは義援金、弔慰金、生活再建支援金を、東日本大震災 3大被災者再建支援サービ

スと呼んでいますが、三つの支援が被災者にきちんと行き届いているのかを同定します（図
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表４３）。家族がお亡くなりになっていれば弔慰金と義援金を受けていますし、家が被災し

ていれば、義援金も生活再建支援金も受けていると思いますが、地域によってはそれ全体

がまだまだ進んでいないところもあります。ある時点で、一つのサービスのみを受けてい

るところ、二つのサービスのみを受けているところ、三つとも受けているところを色分け

し、地図上に示したところ、まだまだ支援の届いていない人たちがいることが分かりまし

た。例えば、あるエリアで考えられている再建めどをプロッティングし、津波浸水エリア

の海岸べりに新しい住宅が建ち始めていて、それよりも多くの人々が海岸べりに戻って生

活したいという意向を表した地図も出来上がっています。 

 岩手県の被災地ではいろいろ活用していただいていますが、特に被災者再建支援の部分

についてはいまだ発展途上段階です。生活再建チームは、被災地をはじめ各自自体の皆さ

ま、京大の林先生のチームなどの研究者、企業から成っていますし、助成金も受けながら、

                             

４３  
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開発に取り組みました（図表４４）。この場を借りて御礼申し上げます。 

 

質疑応答 

 

（岩崎） 神奈川県横須賀市から参りました。1 点目として、被災者支援や再建システム

に課題があることは十分理解しているのですが、り災証明書等に関する法整備が一向にさ

れていない中で、今後、国はどのように動いていくのでしょうか。 

 2 点目として、生活再建支援システムは市町村が日ごろから整備するものなのか、都道

府県が整備するものなのか、それとも起きてから国が来てくれるのを待つべきものなのか、

どのようにお考えかも教えてください。 

 

（田村） おっしゃるとおり、り災証明書はいまだにあやふやだと思います。ただ、国は

防災対策連絡推進会議、いわゆる中央防災会議の下の会議が出した報告書で、生活再建支

援システムを代表する支援ツールならびに業務フローである被災者台帳の整備は必要と明

言しているので、市町村、都道府県が積極的に被災者台帳を整備しようとすることを阻む

ものではないでしょうし、今後、考えていきたいと思っていることでしょう。 

 もちろんその仕組みを国で持てれば、都道府県や市町村に聞かなくても、ルールがある

程度決まっているので情報を吸い上げることができます。例えばシミュレーションシステ

ムなどに載せて、このくらい被災したから被災者がこのくらいで、過去のものからすれば
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業務にはこのくらいかかり、生活再建支援金がこれくらい要ると、簡便にシミュレーショ

ンできるようになるでしょう。その方向に進んでいくとは思います。それが全て直ちに実

現するとは思いませんが、その方向に向けて国は動いていると、私は理解しています。 

 2 番目の質問の、どこが整備したらいいのかということについては微妙です。企業には

いつもしかられていて、国が整備すると一つも売れないと怒られるし、都道府県がすると

なるとそれはそれでいろいろな阻害があると思います。私ども研究者は、その仕組みがほ

かの災害対応システムと組み合わさってクラウド上で展開する形を理想的と考え、それを

目指しています。準備できないような小さな市町村があっても、例えばクラウド上にそう

いう仕組みがあって、ある程度の課金はあるにしても訓練などでそれが使えるようになれ

ば、素晴らしいと思います。ただ、横須賀市のような大きな自治体は、それ自体の仕組み

を取り込んで自分たちでもサービス展開していかないとなかなか難しいでしょうから、仕

組みと組み合わせながら、日常業務の仕組みも組み立てていただく必要があるのではない

でしょうか。例えば、介護保険のデータや住基のデータを読み込み、自分たちの体制に合

わせてそのシステムを展開したいということになれば、クラウド上にある仕組みだけを使

って準備していくのは難しいと思いますが、研究者の理想としては、クラウド上にみんな

が使えるような仕組みが載り、それらを使いながら訓練が進み、大きな自治体はそれらを

独自で展開しながら、防災対策が進んでいくのが理想的と考えています。 

 ただ、国が整備するといった話にはなっていないので、都道府県や大きな自治体を中心

に進め、知見がどんどん高まり、いろいろな課題を解決しながら、それがインターネット

上、クラウド上で展開されるのが理想です。 

 

（林） 全部クラウドにするのは無理だと、私どもは思っています。今、岩手県で動いて

いるような生活再建支援については、クラウドのメリットが非常に大きいことは事実です

が、り災証明書を出すまでの短期で、しかも震災によっていろいろ弱さを抱える中でどの

ようにするのかというと、クライアントサーバー、最悪の場合スタンドアローンでも動け

るような工夫は要るでしょう。 

 それから、作りたくてできなかったものが被災者登録支援システムです。某会社や某コ

ンサルにいろいろお話ししたのですが、全部うまくいきませんでした。彼らが考えている

のは国民総背番号（マイナンバー）のようなことばかりだったので、発想が全然届かなか

ったのです。例えば Google や Yahoo!の世界では、既に大部分をつぶせるようなパーソン
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ファインダーはできているのです。インターネットの世界で動いたり、スタンドアローン

の世界を前提にするもの、イントラのネットワークの中で動くものがあるというように、

いろいろな種類のものを組み合わせる。ただ、全部はネットワークがないと動きませんの

で、そういう意味で総称してインターネットと言っていますが、できるだけクラウドに載

せたいのです。直後はそこまでいかないかもしれませんが、できるだけ広域に被災地をバ

ックアップできるネットワークはあり得るので、そのようなものを考えていきたいと思っ

ています。 

 

（阿部） 京都市から参りました。東京が使えるものならば、日本全国どこでも使えると

思うのですが、一番気になっているのがキャパの問題です。ユニットという単位があると

思います。京都には 147 万人、68 万世帯があり、調査票を出すとき、京都では 1500 枚入

りの A3 の箱が 453 箱要ります。当然、災害が起こった時点のデータではないといけないの

で、それをプリンターで事前に印刷しなければいけませんし、仕分けもあります。そうい

うことを考えると気が遠くなってくるのですが、東京ではキャパの問題はクリアされてい

るのでしょうか。 

 

（林） 東京都が入れているのはあくまでもトレーニングシステムであり、小規模災害に

対応するためのシステムだとご理解ください。からくりは全部同じですが、首都直下地震

が起こったときにそれで動けるかというと、今の台数で足りるわけはありません。膨大な

キャパが必要です。 

 災害対応システムでは、非常に短期間にニーズが集中し、非常に長い時間にわたってメ

ンテナンスしていかなければいけないという二つの要素を、どのようにハンドリングする

かが基本です。 

 今、東京都で一番つくりたいのは人材なのです。いざというときに仕組みを分かって行

ってくれる人が大勢いれば、こなしていけると思います。今まで一番苦労したのは地元自

治体の無理解でした。どうしても理解してくれない人を説得していくのに時間と手間が掛

かっていました。それを避けることが一番の狙いです。 

 首都直下地震がマグニチュード 7.3 で起こる確率は極めて低いのですが、今回の宇治の

ように、ゲリラ豪雨によって 6000 棟が床上・床下浸水したくらいの規模の災害はしょっち

ゅう起こります。東京でもう一つ考えていることは火災です。しょっちゅう起こる災害の
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規模はそんなに大きくないので、それをこなせるようなものをまず考えます。ピークはあ

まり高くないけれども、持っていても損にはならないスペックでご提供します。その代わ

り、訓練を一生懸命します。東京都は毎年 9月 1日の訓練にわれわれのシステムを入れて

くれることになったので、いろいろな人たちが触ったりできます。さらに、訓練では限ら

れてしまいますが、宇治には東京都内の区市から 150 人くらい応援が来てくれました。そ

ういうことを通してなじんでいく。実際には宇治市職員より、東京都から来た人の方がよ

く知っていましたが、そういう事態をつくっていくことが大事だと思います。 

 いざというときのピークはどうするのかというと、それは納入していることの約束です

ので、かき集めてきます。一番大事なのは、人をお届けできることだと思います。450 箱

くらいの印刷はインターネットを通して地域の業者に頼んで刷って、送り込んでもらえば

いいと考えています。従って、システムで処理しているというよりは、システムをコアに

しながら、業務全体をマネジできる能力を作っているとお考えいただければいいでしょう。 

 

（鈴木） それでは、講義 3を終わります。田村先生、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日のプログラムを終了させていただきます。 

 


